
 

東海再処理施設の廃止措置計画変更認可申請対応等について 

 

令和 4年 12 月 7 日 

再処理廃止措置技術開発センター 

 

〇令和 4年 12 月 7 日 面談の論点 

 

 東海再処理施設安全監視チーム第 68 回会合資料について 

・TVF における固化処理状況について（資料 1） 

・再処理施設廃止措置計画変更認可申請の一部補正について（資料 2） 

 

 その他 

 

以上 
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ＴＶＦにおける固化処理状況について

日本原子力研究開発機構（JAEA）

令和４年●月●日

（案）

【資料１】
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１．はじめに

２．溶融炉内の観察結果

３．今回の運転（22-1CP）の計画と評価

３.-1. 計画

３-２. 評価

４．主電極間補正抵抗の低下に係る原因調査

４-１. 原因調査の進め方

５．次回運転までのスケジュール

５-１. スケジュール策定の基本的な考え方

５-２. 2号溶融炉の運転継続について

５-３. スケジュールの検討内容

５-４. スケジュール（検討結果）
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再処理施設廃止措置計画変更認可申請の一部補正について 

 

 

 

 

 

 

令和４年１２月１５日 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

【資料２】 

【概要】 

〇 令和 4 年 6 月 30 日付け令 04 原機(再)020 をもって申請した再処理施設廃止措置

計画変更認可申請では、 

 再処理施設分離精製工場に貯蔵しているふげん使用済燃料の搬送方法及び

安全対策

 安全対策に係る性能維持施設の追加及び保全区域の変更

 設計及び工事の計画（燃料カスククレーンのワイヤロープの 2 重化、ガラス固

化技術開発施設（TVF）の固化セルのインセルクーラの電動機ユニットの交換、

分離精製工場、高放射性廃液貯蔵場等への浄水供給配管の一部更新）

について変更認可を申請している。 

〇 しかしながら、性能維持施設の追加においては、高放射性廃液を扱わない施設に

設置されている既設の消火設備等※について、火災防護対策の詳細な確認・評価

等に基づき性能維持施設としての妥当性を示す必要があることから、今回の申請

における性能維持施設への追加を取り下げ、確認後に改めて申請するものとした

（令和 4 年 11 月 28 日一部補正）。今後実施する火災防護対策の確認方針を添付

資料に示す。 

※ 消防法等及び再処理事業指定申請に基づき設置し管理している既設の消火設備（自動火

災報知設備、消火器、屋外及び屋内消火栓等）及び照明設備（非常灯及び誘導灯）。

〇 令和 4 年 6 月 30 日付けで同時に申請した保安規定の変更認可申請についても同

様に補正を行った。 
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添付 高放射性廃液を扱わない「高放射性廃液貯蔵場（HAW）及び 

ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟以外の施設」 

の火災防護対策の確認方針について

〇 令和 4 年 11 月 28 日付け令 04 原機(再)055 をもって申請した廃止措置計画変更認可申請書の一部

補正により、令和 4 年 6 月 30 日付け令 04 原機(再)020 をもって申請した廃止措置計画変更認可申

請における、高放射性廃液を扱わない「高放射性廃液貯蔵場（HAW）、ガラス固化技術開発施設（TVF）

ガラス固化技術開発棟及びそれらに関連する施設以外で放射性物質を貯蔵・保管する分離精製工場

（MP）等の施設」（以下、その他の施設という。）の消火設備等の性能維持施設への追加を一旦取

り下げ、その他の施設における火災のリスクと、そのリスクに応じた火災防護対策の妥当性を確認

したのちに改めて申請する。

〇 その他の施設における火災防護対策の妥当性の確認は以下の方針で進める。

(1) 対象施設

・高放射性廃液を扱わない「高放射性廃液貯蔵場（HAW）、ガラス固化技術開発施設（TVF）

ガラス固化技術開発棟及びそれらに関連する施設以外で放射性物質を貯蔵・保管する分離精

製工場（MP）等の施設。（別紙－1 に示す 25 施設）

(2) 対象施設のプラントウォークダウン等に基づき、以下の項目について確認する。

・火災によるリスクの状況

・防消火設備の設置及び配備の状況、保守管理の状況

・初期消火体制の状況

・火災発生時の影響確認

(3) 以上の確認の結果から、その他の施設のリスクに応じた火災防護対策の妥当性を火災防護審査

基準に照らして確認するとともに、性能維持施設として扱うべき消火設備等を明らかにする。

また、火災防護対策のさらなる強化が必要と考えられる場合には追加の火災防護対策を講じる。

追加の火災防護対策の検討においては以下のような対策も有効な選択肢として考慮する。

・発火性又は引火性物質の排除又は量の削減（リスク源の除去又は低減）

・火災防護対策が適切な箇所への発火性又は引火性物質の移動集約（火災の発生防止・火災感

知の信頼性向上）

・消火用資機材の充実や訓練の拡充（初期消火の確実性の向上）
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～4日 ～11日 ～18日 ～25日 ～2日 ～9日 ～16日 ～23日 ～28日 ～6日 ～13日 ～20日 ～27日 ～3日 ～10日 ～17日 ～24日

津波による
損傷の防止

事故対処

内部火災

溢水

その他
/工事進捗

令和4年12月7日
再処理廃止措置技術開発センター

東海再処理施設の廃止措置等に係る面談スケジュール(案)

▽:面談 ◇:監視チーム会合

11月 12月面談項目

令和5年

2月

令和4年

廃止措置計画変更認可申請に係る事項

○高経年化技術評価
○設備更新・補修等の考え方

保全の方針

SF搬出

工程洗浄

○代替措置の有効性
○HAW及びTVF内部火災対策
工事

1月

ガラス固化処理の進捗状況等

○TVF保管能力増強に係る
一部補正

○その他の設工認・報告事項等
その他

LWTFの計画変更
セメント固化設備及び
硝酸根分解設備の設置
等

○実証規模プラント試験の
試験計画について

○安全対策の基本方針
について

○実証プラント規模試験
装置設計結果

○津波対策方針

当面の工程の見直しについて

○HAW及びTVF溢水対策工事

安
全
対
策

保安規定変更

○安全対策工事の進捗

○TVF浸水防止扉の耐震補強

○事故対処設備の保管場所
の整備

○PCDF斜面補強

廃止措置の状況

必要に応じて適宜説明

進捗状況を適宜報告

必要に応じて適宜説明

必要に応じて適宜説明

進捗状況を適宜報告

進捗状況を適宜報告

▼2

▼2

▼2

▼2

▼2

▼16

▼16

▼16

▼30

▼30 ▽7 ◇15

◇15▼30

▽21

▽21

▽7

▽11

▽11
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